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65の３ 栄養マネジメント強化加算の基準 

改定前 改定後 改定のポイント 

【平成12年告示95号】 

 

六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護 

福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービ 

ス及び介護医療院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準 

 

 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号 

及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成12年告示95号】 

 

六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけ 

 る栄養マネジメント強化加算の基準 

 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

イ 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第 

二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において

同じ。）で、入所者の数を五十で除して得た数以上配置しているこ

と。ただし、常勤の栄養士を一名以上配置し、当該栄養士が給食

管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方式

で、入所者の数を七十で除して得た数以上配置していること。 

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者

に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当

該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当

該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の

調整等を実施すること。 

ハ ロに規定する以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化

を把握し、問題があると認められる場合は、早期に対応している

こと。 

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的

な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ホ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当

しないこと。 

 

今回の報酬改定で「栄養マネジメント強化加算」が新設されたこととさ

れていますが、告示の上では「低栄養リスク改善加算」の廃止見直しに

よるものです。本基準は地密特養における栄養マネジメント強化加算の

基準を示しておりますが、特養等における規定でもこの基準を参照して

おり同様です。 

 

【改定前】 

 低栄養リスク改善加算は、次の要件を満たした場合に月300単位を算

定することができました。（ただし計画作成月から6ヶ月間まで（計画に

基づく栄養管理が計画作成月から6ヶ月を超えて行われた場合であって

も、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき

継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き算定可能）

また、本加算は栄養マネジメント加算の算定が前提となり、経口移行加

算・経口維持加算・褥瘡マネジメント加算とは併算定しない）。 

(1) 特養等において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれ

のある入所者に対して、管理栄養士等の多職種共同で、①栄養管理を

するための会議を行い、②入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うた

めの栄養管理方法等を示した計画を作成する。③当該計画に従い、医

師の指示（又は歯科医師の指示と医師の指導）を受けた管理栄養士・

栄養士が栄養管理を行う 

(2) 27号告示第10、12、13、14、15号に定める入所者の定員超過、介

護職員・看護職員・介護支援専門員数等の人員欠如となっていないこ

と 

 

【改定の理由】 

 低栄養リスク改善加算は、特養では算定率が2.1％と低い状態となって

おり、栄養ケアマネジメントを強化する観点からの見直しが求められま

す。 
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【平成12年21号告示 1 介護福祉施設サービス】 

 

 ト 低栄養リスク改善加算 

 

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設

において、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのあ

る入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をす

るための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うた

めの栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該

計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄

養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた

管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限

る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の

属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加

算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合又

は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算

定しない。 

2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に

基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作

成された日から起算して6月を超えた期間に行われた場合であっ

ても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示

に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き

続き当該加算を算定できるものとする。 

【改定のポイント】 

 栄養マネジメント強化加算は、次の要件を満たした場合に日11単位を

算定することができます。 

(1) 管理栄養士の配置数（常勤ベース※）が入所者数の1/50以上である

こと（ただし、常勤の栄養士が1名以上配置されて給食管理を行ってい

る場合は、管理栄養士の配置数（常勤ベース）が入所者数の 1/70 以上

であること）。 

※当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する

方法をいう。 

(2) 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対

して、①管理栄養士の多職種の共同で栄養ケア計画を作成し、②それに

従って食事の観察を定期的に行って、③入所者ごとに食事の調整等を実

施すること。 

(3) (2)以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題

がある場合に早期対応すること。 

(4) 入所者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに入力し、そのフィードバッ

クを活用して適切な栄養管理を行うこと。 

(5) 第 27 号告示第 10 号に定める入所者の定員超過、介護職員・看護職

員・介護支援専門員数の人員欠如となっていないこと。 

 

 

● 栄養マネジメント強化加算は、低栄養リスク改善加算に比べて、次

の事項の見直しがありました。 

・低栄養リスク改善加算は、管理栄養士・栄養士が医師の指示（又は

歯科医師の指示と医師の指導）を受けて栄養管理を行う必要があり

ましたが、栄養マネジメント強化加算では、管理栄養士等の多職種

共同で計画作成、食事の観察、食事の調整を行えばよいこととなり

ました。 

・低栄養状態以の利用者以外でも、その変化を把握して早期対応する

こととされました。 

・管理栄養士の配置数の基準が設定されましたが、常勤換算でよいた

め、常勤フル勤務でなくてもよいことになります。 
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・他の加算の算定を前提とされたり、併算定の制限がなくなり、また

算定期間の上限もなくなり、算定しやすくなりました。 

・利用者ごとの栄養状態のLIFEヘの入力などが要件として設定されま

した。 

 


